
令和４年度制度改正等の課題解決環境整備事業

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 さ れ ま し た 「 改 正 育 児 ・ 介 護 休 業 法 」 及 び

「パワハラ防止対策義務化」 に つ い て 、 中 小 企 業 に も 対 応 が 求 め ら れ

る よ う に な り ま し た 。 し か し 現 状 と し て 、 制 度 改 正 へ の 対 応 が 追 い 付

い て い な い 中 小 企 業 が 多 い こ と が 懸 念 さ れ ま す 。

本 セ ミ ナ ー で は 、 そ れ ぞ れ の 制 度 改 正 に つ い て ど の よ う な 対 応 が 必

要 な の か 、 専 門 家 か ら 分 か り や す く 解 説 し ま す 。

主催：島根県中小企業団体中央会
TEL:0852-21-4809 FAX:0852-26-5686

▮ 講師

社会保険労務士法人 村松事務所 村松 文治 氏

日 程

（時間）１４：００～１６：００

令和４年 ７月４日（月）

▮ Ｗ ｅ ｂ会議 リ モ ー ト
セ ミ ナー （ Z o o m使用 ）

※ オ ン ラ イ ン 受 講 の み と な り ま す

参加申込は裏面へ

▮ 講師プロフィール

所長以下15名体制（正職員9名、短時間正職員4名､

パート１名）、有資格者４名、「収益向上は“労務管

理”から」の信念のもと、開業当初より“労務管理”

の重要性を強調し、『職員の幸せと地域産業の発展の

ため』日々業務をしています。

会 場

「改正育児・介護休業法」「パワハラ防止対策義務化」

制度改正解説セミナー

【対応可能な分野】

就業規則、各種助成金、健康保険・介護保険、給与計算、雇用保険、

労務管理、労災保険、研修講師

参加費無料



申込締切：令和４年６月２７日（月）

制度改正解説セミナー 参 加 申 込 書

事業所名

連絡先

〒

TEL:

参 加 者

役職名 参加者氏名・メールアドレス

氏名

E-mail

氏名

E-mail

氏名

E-mail

※ご記入いただいた個人情報は、当事業の目的のみに使用します。
※セミナー内容につきましては、予告なく変更させていただく場
合がございますので、予めご了承ください。

【ＦＡＸ送付先：0852‐26‐5686 組織振興課 水野 行】

▮ お 問 合 せ 先 ： 島 根 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 組 織 振 興 課
T E L ： 0 8 5 2 - 2 1 - 4 8 0 9  ／ F A X ： 0 8 5 2 - 2 6 - 5 6 8 6


